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はじめに 

１．経営戦略策定の趣旨と位置づけ 

（１）経営戦略策定の趣旨 

三郷市の下水道事業（汚水）は昭和 50 年 12 月に事業着手して以来、令和５年に

は 48 年が経過することになります。今までは「建設の時代」でしたが、整備を促進

するとともに、維持管理や経営の透明化の重要性が増す「管理運営の時代」に移行す

ることを踏まえ、今まで以上に経営努力を重ねて、持続可能で健全な事業運営の視

点を持つ必要があります。 

下水道事業は市民の重要なライフラインとして、常に使用が可能となるように、

安定した安全な施設の確保が求められています。このような中で、経費の削減とと

もに計画的な施策の推進に努め、下水道事業経営の健全化、安定化を図る必要があ

ります。今後、少子高齢化に伴う人口減少や節水意識の高まりにより、有収水量1の

減少が見込まれるなど、下水道事業の経営にとっては大変厳しい状況が予想される

中、老朽化する施設の改築更新や適切な料金体系の見直しなど、経営基盤の強化が

課題となっています。 

このような状況下において、下水道事業に課せられた社会的使命をしっかりと認

識し、市民にとって快適なサービスを提供しつつ、持続的、安定的に運営可能な経営

を維持改善していくために、これからの事業のあるべき姿と目指す方向性を明らか

にするものとして、平成 28 年 3 月に「三郷市公共下水道事業中期経営計画」を策

定しました。 

計画策定から 6 年が経過し、事業の進捗状況を評価・分析するとともに、事業環

境の変化を踏まえた将来見通しを行い、経営環境の変化に対応した計画の見直しを

行うこととしました。 

 

 

  

                                                   
1 有収水量：使用料徴収の対象となる水量 
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（２）経営戦略の位置づけ 

「三郷市公共下水道事業経営戦略」は、「第５次三郷市総合計画」の趣旨、及び国

の要請を踏まえて策定するものです。また、令和 4 年度に策定した下水道ストック

マネジメント2計画との整合を図るものとします。 
 

【経営戦略の位置づけ】 

 

図 0-1 経営戦略の位置づけ 

 

２．計画期間 

総務省が示す「経営戦略策定・改定ガイドライン」における「中長期的な視点から

経営基盤の強化等に取り組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本と

する」という考え方を取り入れ、長期的な安定を見越した中で令和 7 年度から令和

16 年度の 10 年を本計画の計画期間とします。 

  

                                                   
2 ストックマネジメント：下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨

大な施設の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理

すること。 
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第１章 下水道事業の現状と課題 

1．下水道整備及び維持管理における現状と課題 

本市は、昭和 50 年に中川流域関連公共下水道として汚水 267ha の当初事業認可

を受け、その後 16 度の事業計画変更を行い、鋭意、整備進捗を図ってきました。令

和 3 年度末現在、事業計画区域は 1,497ha となり、市街化区域 1,509ha のうち

1,336.37ha が整備済みとなり、普及率は 86.5％となっています。一方、平成 26 年

1 月 30 日には 3 省（国土交通省、農林水産省、環境省）より「持続的な汚水処理シ

ステム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について」が通知され、未普及地

域における汚水処理の 10 年概成という基本的な考え方が示されたことから、令和 8

年度を目途に市街化区域の未普及解消に努める必要があります。 

また、当初に整備した下水道施設は、40 年以上経過しており、今後は、管路3内調

査、長寿命化対策及び耐震化対策等にかかる経費が多くなることが考えられます。 

近年では、都市化の進行に伴う水流出量の増大による浸水被害が深刻化し、環境

面からも望ましい水循環のあり方が議論されるなど、健全で良好な雨水管理が求め

られており、治水関連部署と連携し、幹線の整備や貯留・浸透方式の採用などの対策

も急務となっています。 

  

                                                   
3 管路：下水（汚水及び雨水）を処理施設等へ流す管渠、人や機材の出入り用に設けられるマンホール、使用者宅から

の下水を管渠へ流す取付管などにより構成されている。 
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表 1-1 公共下水道の概要（令和３年度末現在） 

項        目 

建設事業開始年月日 昭和 50年 4月 1 日 

供用4開始年月日 昭和 58年 4月 1 日 

排 除 方 式 分流式5 

面 
 

 
 

 

積 

行 政 区 域 3,022 ha 

汚 

水 

全体計画区域 2,538 ha 

事業計画区域 Ａ 1,497 ha 

整備済区域 Ｂ 1,336 ha 

整備率 Ｂ/Ａ 89.3 ％ 

雨 

水 

全体計画区域 2,538 ha 

事業計画区域 Ｃ 588 ha 

整備済区域 Ｄ 563 ha 

整備率 Ｄ/Ｃ 95.7 ％ 

 

人 口 

行政人口 Ｅ 142,758 人 

処理区域内人口 Ｆ 123,434 人 

水洗化人口 Ｇ 109,887 人 

普  及  率 Ｆ/Ｅ 86.5 ％ 

水 洗 化 率 Ｇ/Ｆ 89.0 ％ 

     ※雨水の未整備区域 25ha（三郷北部地区）は現在施工中 

 

次に、各項目で本市の下水道整備及び維持管理における現状と課題を示します。 

 

（１）整備面積、普及率、水洗化率の推移 

汚水処理に係る下水道整備は、平成 17 年度以降、区画整理等の開発に合わせた整

備が主となり、既成市街地の下水道の整備は、整備量の最も多かった平成 11 年と比

較すると、近年減少しています。 

令和 3 年度末現在、事業計画区域 1,497ha に対し整備済区域は 1,336ha、整備

率 89.3％です。処理区域内人口は毎年整備区域の拡大に伴い増加傾向にあり、25 年

間で約 93,000 人増加、普及率についても約 63％の増加となっています。水洗化率

は、平成 17 年度以降、毎年増加し、近年約 90％と微増傾向にあります。 

                                                   
4 供用：使用できるようにすること。 

5 分流式：汚水と雨水を分けて流す方式。使用料収入にて賄う対象となるのは汚水である。なお p.46 の経費回収率で

は、分流式下水道に要する経費を含む汚水処理原価（分流式控除前）と、含まない汚水処理原価（分流式控除後）の両

方を記載している。 
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今後は、下水道の未整備地域について汚水処理のあり方を再検討し、地域特性等

を踏まえた整備手法への見直しと合わせ、市街化区域の早期の未普及解消に努め、

広報等の周知により、未接続世帯に対して下水道本管への接続を促し、水洗化率

100％を目指す努力が必要です。 

図 1-1 整備面積の推移 

 

なお、平成 17 年度と平成 22年度の整備面積が突出していますが、みさと団地と

インターA 地区の整備が完了したことによるものです。 

 

 

図 1-2 普及率、水洗化率の推移 

  

更新中 
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（２）設備の老朽化、地震への対応 

本市の下水道は、昭和 50 年に事業着手しており、令和 3 年度末には、汚水管の管

渠6延長が約 424km に達しています。汚水管の整備は早稲田土地区画整理地区、彦

江、彦沢、花和田地区から着手しており、最も古い汚水管は昭和 50 年度に施工した

管を使用しているため、令和 7 年度には標準的な耐用年数（施工後 50 年）を超え

る管渠が発生し、施工後 30 年以上が経過する汚水管の延長は約 107km、施工後 40

年以上が経過する汚水管の延長は約 35km に達する見込みです。 

これまでの「整備拡張の時代」から改築・修繕も含めた「維持管理の時代」へと変

化する過渡期とも言える現在において、現況における管渠の健全度を的確に把握し、

道路陥没による事故の未然防止や機能停止の防止及びライフサイクルコスト7の最

小化を図り、適切な時期に適切な管理を行うための準備が急務となっています。 

このような状況下で、適切な時期に下水道施設の健全度に関する点検・調査結果

に基づき長寿命化対策を行う必要があります。 

図 1-3 施工経過年数別管渠延長 

  

                                                   
6 管渠：給水や排水を目的とした水路全体の総称。 

7 ライフサイクルコスト：管路や施設などの建設費用だけでなく、企画・設計・施工・運用・維持管理・補修・改造・

解体・廃棄に至るまでに必要なトータルコスト 
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また、施設の老朽化に伴い、不明水8の浸入量が増加し、下水道有収率が低下する

可能性があります。本市における有収率の状況は約 84％で推移していますが、有収

率の低下は、汚水処理原価の向上に繋がるため、今後は、長寿命化対策と合わせて、

定期的な点検・清掃等を行い、状況把握の必要があります。 

 

図 1-4 有収率の推移 

  

                                                   
8 不明水：下水道管の破損などにより、浸入する雨水や地下水のこと。 
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本市では、地震ハザードマップを作成し、地震によるゆれの大きさや液状化発生

箇所の予測等を検討のうえ情報提供を行っています。 

一方、過去に発生した阪神淡路大震災、新潟県中越地震及び東日本大震災におい

て、上下水道システムは多大な被害を受け、市民生活及び事業活動に大きな影響を

及ぼし、住民の生命、財産を脅かす事態となり、下水道システムは、重要なライフラ

インとして再認識をすることとなりました。 

震災により、その機能を果たせなくなった場合、復旧に時間を要し、更に二次災害

を引き起こすことが想定されるため、被災した場合においても機能を維持すること

は、システムの信頼性を確立することが重要です。 

本市では、阪神淡路大震災の被害を踏まえ耐震基準が強化され、平成 12 年度以降

の重要な下水道施設に対しては、耐震化が図られていますが、平成 11 年度以前に施

工された施設は耐震化が十分に進ん

でいない状況です。 

そこで、被災時に備え、重要な下水

道施設の耐震化を図る「防災対策」、被

災を想定して被害を最小限に抑制し、

速やかな復旧を可能にするための暫

定対応としての「減災対策」を組み合

わせた下水道総合地震対策計画を平

成 26 年度に策定し、計画に位置づけ

た対策を実施しました。今後、耐震化

の確保については、ストックマネジメ

ント事業の一環として継続します。 

 

 

 

 

 

 

出典：三郷市危機管理監危機管理防災課 

図 1-5 三郷市地震 

ハザードマップ（震度分布）   
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２．下水道経営の現状と課題 

（１）収益及び費用の状況 

三郷市では、令和 2 年度に地方公営企業法を適用し、公営企業会計に基づき決算

書を作成しています。 

①下水道使用料 

本市の使用料収入は、水洗化人口の増加に伴い年々増加しています。（令和元年度

については地方公営企業法適用に伴う打切決算の影響で減少）また、昭和 58 年の公

共下水道供用開始より長らく使用料の改定を行っていませんでしたが、事業安定を

目的とし、令和 2 年 4 月に改定を行いました。その影響で令和 2 年度以降の使用料

収入が増加しています。 

 

図 1-6 使用料と水洗化人口の推移 

 

令和 2 年度の使用料改定により、中川流域下水道関連都市と比較して、概ね平均

程度の使用料単価9の水準となっています。 

                                                   
9 使用料単価：有収水量１㎥当たりの下水道使用料収入。 
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図 1-7 中川流域下水道関連都市との使用料単価の比較（令和 3年度） 

表 1-2 中川流域下水道関連都市との料金体系の比較（令和 3 年度末現在） 

 

注 1）2ヶ月分の料金表記にしています。 

注 2）消費税 10％を除いた値を表示しています。  

1㎥<

使用料

≦10㎥

10㎥<

使用料

≦12㎥

12㎥<

使用料

≦16㎥

16㎥<

使用料

≦20㎥

20㎥<

使用料

≦30㎥

30㎥<

使用料

≦40㎥

40㎥<

使用料

≦50㎥

50㎥<

使用料

≦60㎥

60㎥<

使用料

≦70㎥

70㎥<

使用料

≦80㎥

80㎥<

使用料

≦90㎥

90㎥<

使用料

≦100㎥

さいたま市 1,332 17 17 17 17 140 140 140 140 174 174 174 174

川口市 1,774 - - - - 93 93 112 112 112 112 112 112

春日部市 960 - 108 108 108 108 120 132 156 156 180 180 180

草加市 1,640 - - - - 95 95 95 95 100 100 100 100

越谷市 1,600 - - 110 110 110 110 120 120 120 120 120 120

八潮市 1,500 - - - 55 94 94 96 96 99 99 99 99

三郷市 1,946 - - - - 104 104 104 104 118 118 118 118

蓬田市 1,600 - - - - 100 100 115 115 130 130 130 130

幸手市 700 - 70 70 70 70 80 80 80 100 100 100 100

吉川市 1,600 - - - - 90 90 100 100 120 120 120 120

白岡市 1,904 - - - - 93 93 105 105 105 117 117 117

伊奈町 1,600 - - - - 138 138 150 150 163 163 163 163

宮代町 1,524 - - - - 95 95 105 105 105 114 114 114

杉戸町 700 - 80 80 80 90 100 120 120 120 120 120 120

松伏町 1,700 - - - - 100 100 110 110 140 140 140 140

市町村

基本料金

（円/2か

月）

超過料金（円/㎥/2か月）

100㎥<

使用料

≦120㎥

120㎥<

使用料

≦140㎥

140㎥<

使用料

≦200㎥

200㎥<

使用料

≦300㎥

300㎥<

使用料

≦400㎥

400㎥<

使用料

≦500㎥

500㎥<

使用料

≦600㎥

600㎥<

使用料

≦1000㎥

1000㎥<

使用料

≦2000㎥

2000㎥<

使用料

≦5000㎥

5000㎥<

使用料

≦10000㎥

10000㎥<

使用料

さいたま市 218 218 218 272 272 298 298 298 352 385 385 413

川口市 131 131 131 149 149 168 168 168 188 208 230 230

春日部市 204 204 204 204 228 228 228 228 264 264 264 264

草加市 105 105 105 110 110 120 120 120 130 130 130 130

越谷市 132 132 132 132 132 142 142 142 150 150 150 150

八潮市 106 106 106 112 112 141 141 141 153 153 153 153

三郷市 132 132 132 146 146 167 167 167 195 236 236 236

蓬田市 145 145 145 160 175 175 175 190 205 205 205 205

幸手市 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140

吉川市 140 140 170 220 220 220 220 220 220 220 220 220

白岡市 128 128 128 141 141 141 141 141 141 141 141 141

伊奈町 175 175 175 188 188 188 188 200 200 213 213 213

宮代町 133 133 133 133 133 152 152 152 171 171 171 171

杉戸町 140 140 140 140 140 140 140 160 180 180 180 180

松伏町 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

市町村

超過料金（円/㎥/2か月）
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②一般会計繰入金 

本市における近年の一般会計繰入金10の状況は、平成 15 年度をピークに減少傾向

にあります。近年は 10～15 億円程度と、使用料収入と同程度の水準で推移してお

り、そのうち 3～8 億円が財源不足を補うために繰り入れられた基準外繰入となっ

ています。 

今後は、使用料の適正化と合わせて、経費削減に努めるとともに、独立採算を目標

に一般会計繰入金の削減に努める必要があります。 

 

図 1-8 一般会計繰入金の推移 

 

◆基準内・基準外繰入金 

基準内繰入金：①その性質上企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない

経費、②その公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営

に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認めら

れる経費等について、一般会計等が負担する経費 

       （例えば、雨水処理や分流式下水道等に要する経費等） 

基準外繰入金：公益性の観点から、例外的に一般会計から公営企業会計に繰り出す経

費のうち、総務省が示す公営企業に対する繰出基準に合致しない経費 

  

                                                   
10 繰入金：一般会計から下水道事業会計に繰り出される資金のこと。基準内繰入金と基準外繰入金がある。 
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③費用（収益的支出） 

本市の下水道事業に係る費用の内訳は、減価償却費11が全体の 61%を占めており、

次いで流域下水道管理運営費負担金12が 18%、支払利息が 13%となっています。こ

のうち流域下水道管理運営負担金の単価は、平成 27 年度に従前の 32 円/m3 から

40 円/m3 へ改定され、今後は更なる値上げも想定されており、維持管理費は増加す

るものと考えられます。 

表 1-3 費用（収益的支出）の推移

 

④収益・費用（収益的収支13）の内訳 

費用については、下水道使用料（44%）、雨水処理負担金（2%）、長期前受金戻

入14（24%）、一般会計からの補助金（30%）で賄われています。 

 

図 1-9 令和３年度下水道事業決算（収益的収入・支出） 

                                                   
11 減価償却費：将来にわたって利用する資産（機械設備や管渠など）を取得したときに、その取得費用を一括計上せ

ず，資産の耐用年数にわたって分割して計上することを減価償却といい、その分割された費用を減価償却費という。 

12 流域下水道管理運営費負担金：下水道法第 31 条の 2 の規定に基づき、流域下水道を管理する県が、その設置、改

築、修繕、維持その他の管理に要する費用を流域下水道により利益を受ける市町に対しその利益を受ける限度において

負担させるもの。 

13 収益的収支：一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用。 

14 長期前受金戻入：固定資産取得のために交付された補助金などについて、交付時に収益を一括計上せず長期前受金

として計上し、資産の耐用年数にわたって減価償却に合わせて分割計上した収益のことを長期前受金戻入という。 
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（２）資本的収支15 

①事業費 

本市の下水道事業は、全国的な傾向と類似しており、近年は概ね 1,000～1,500

百万円の事業費で推移しています。事業費が減少した要因として、社会経済情勢、市

の財政状況の低迷、起債額の増加に伴う経営健全化計画に基づく事業量の抑制が挙

げられます。 

今後は、限られた財源の中で、計画的に整備を行っていく必要があります。 

図 1-10 事業費の推移 

 

  

                                                   
15 資本的収支：企業の将来の経営活動に備えておこなう建設改良及び建設改良に係る企業債償還金などの支出と、そ

の財源となる収入 
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②企業債 

事業費に対する財源のうち、下水道経営に影響の大きい企業債16（公共下水道債、

流域下水道債）は、事業費と同様な推移を示しています。 

企業債残高は、横ばいで推移していますが、施設の長寿命化対策、耐震対策、未普

及地域の面整備で新たな企業債が生じることを想定し、今後の下水道に係る事業は、

平準化を図っていくことが重要です。 

 

図 1-11 企業債残高の推移 

 

  

                                                   
16 企業債：地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債のこと。 
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③その他の資本的収入 

資本的支出（事業費及び企業債償還金）の主な財源は、企業債の借入、国庫補助金

17、他会計補助金18、工事負担金となっています。 

図 1-12 資本的収入の推移 

 

  

                                                   
17 国庫補助金：地方公共団体が行う特定の事務事業に対して国から援助として交付される補助金。 

18 他会計補助金：特定の事業に対して同じ地方公共団体の他の会計から交付される補助金。 
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（３）他団体と比較した経営状況 

三郷市公共下水道事業の令和３年度決算における施設状況及び財務状況に関する

経営指標を算出し、全国平均・県内平均・類似団体平均と比較することで、三郷市の

経営状況を分析します。 

 

 比較データについて 

三郷市下水道事業は令和２年度より地方公営企業法を適用し、公営企業会計による決算を

行っています。そのため、令和 3 年度の全国平均・県内平均・類似団体平均についてはいず

れも法適用事業を対象としています。 

 県内平均について 

埼玉県内の法適用事業 50 団体の平均を用いています。 

 類似団体平均について 

他団体比較の対象として、処理区域内人口が 10 万人以上、処理区域内人口密度が 75 人

/ha 以上 100 人/ha 未満である法適用の公共下水道（31 団体）の平均を用いています。 

 

 

【施設の状況】  

① 効率性に関する指標 

 指標の意味 算式 

有収率（%） 
処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水の

割合を示す指標。100％に近いほど望ましい。 

年間有収水量÷汚水処理水量 

×100 

水洗化率（％） 
下水道が利用できる人のうち、どのくらいの割合の人が

下水道に接続し、実際に利用しているかを表す値。 

公共下水道利用人口÷処理区域

内人口 

有収率については他団体平均と概ね同水準であるものの約 83％と 100%を大き

く下回っており、効率的な経営のために雨水の流入対策などによる有収率の向上が

重要です。また水洗化率については、新規整備事業を進めていることもあり他団体

平均と比較して低い水準であり、水洗化率の向上も課題と考えられます。  

83.7 80.3 85.1 80.4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

三郷市 全国平均 県内平均 類似団体平均

有収率（%）

89.0
95.7 96.2 97.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

三郷市 全国平均 県内平均 類似団体平均

水洗化率（%）



 

19 

 

② 安全性に関する指標 

 

 指標の意味 算式 

有形固定資産減

価償却率（%） 

企業が保有する有形固定資産の償却がどれくらい進ん

でいるのかを表す指標。施設全体の老朽化の度合いがわ

かる。 

減価償却累計額÷償却資産の

取得価格 

管渠老朽化率

（％） 

総管渠延長のうち、法定耐用年数を経過した管渠がどれ

だけあるかを見る指標。高ければ高いほど、老朽化が進

んでいることを示す。 

一定（法定耐用）年数を経過した

管渠延長÷下水道維持管理延長 

管渠改善率

（％） 

１年間の改築更新管渠延長が、総管渠延長に占める割合

を示したもの。１年間にどれだけ管渠の老朽化対策を実

施したかを見る指標。 

改善(更新・改良・修繕)管渠延長

÷下水道維持管理延長 

 

有形固定資産減価償却率については、三郷市では法適用時点で減価償却累計額を

ゼロとする原則的手法を用いているため、計算上の数値が低いものとなっています。 

管渠老朽化率は法定耐用年数（50 年）を超過した管路延長の割合を指します。全

体として整備から 50 年を超える団体が少ないため、低い水準（三郷市ではゼロ）と

なっています。また、管渠改善率についても同様の理由で現時点では低い水準となっ

ています。 
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【財務の状況】 

① 収益性・効率性に関する指標 

 

 指標の意味 算式 

経常収支比率（％） 
使用料収入、一般会計繰入金等の収益で、経常的な費用

がどの程度賄われているかを示す指標。 
経常収益÷経常費用 

経費回収率（％） 

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度

を示す指標。汚水処理に係る全ての費用を使用料によっ

て賄うことが原則。 

使用料収入÷汚水処理費用(公

費負担分19を除く) 

汚水処理原価（円） 

汚水処理に要した経費を有収水量で除したもの。有収水

量１㎥当たり、どれくらいの経費が汚水処理費用に要す

るかを見る指標で、低い方がよい。 

汚水処理費用(公費負担分を

除く)÷有収水量 

職員一人当たり処

理区域内人口(人) 

職員一人当たりの生産性について、処理区域内人口収益

を基準として把握するための指標で、高い方がよい。 
現在処理区域内人口÷職員数 

経常収支比率は 100%を上回っており、事業全体としては黒字となっています。一

方で経費回収率は 100%を下回り、かつ他団体平均より低い水準であり、汚水処理

に係る費用が使用料収入以外の収入で賄われていることを意味しています。また、汚

水処理原価が他団体平均と比較して高く、経費回収率が低い理由の一つとなってい

ることがわかります。職員一人当たり処理区域内人口については他団体平均よりも

高くなっています。 

                                                   
19 公費負担分：使用料収入とは別に国が決めた一般会計で賄うべきとされる金額。 
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② 資金及び企業債に関する指標 

 

 

 

 

 

 

 

 指標の意味 算式 

流動比率（%） 
流動資産を流動負債で除したもの。企業の短期的な

支払い能力を簡易的に判断する指標。 
流動資産÷流動負債 

企業債残高対事業規

模比率(％) 

事業規模に比べて企業債残高（一般会計負担分20を

除く）がどれくらいあるのかを見る比率。 

企業債残高（一般会計負担分を

除く）÷事業の規模（雨水処理負

担金を除く） 

処理区域内人口一人

当たり企業債残高

(円) 

処理区域内人口一人当たり、どれだけ企業債残高が

あるかを示す指標で、低い方がよい。 
企業債残高÷処理区内人口 

 

法適用企業においては独立採算が求められるため、資金繰りや将来の更新投資に

備えて企業内に資金を留保しておく必要があります。 

三郷市では令和２年度から地方公営企業法を適用しており、資金水準を示す指標

（流動比率）が他団体平均と比べて低い状況です。単年度の支出に対する収入は、下

水道使用料、一般会計繰入金などで確保できているため現時点では大きな問題とは

なりませんが、今後は将来の更新投資が増大することを見据え、適正な資金水準の確

                                                   
20 一般会計負担分：企業債の償還金は原則事業収入を財源とするものの、一部については一般会計と公営企業会計の

負担区分に基づき、一般会計から繰入れにより負担される。 
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保が必要となります。 

また、企業債残高対事業規模比率及び処理区域内人口一人当たり企業債残高は他

団体と比較して高い水準にあり、企業債償還の負担が大きいことがわかります。 

 

【経営指標の他団体比較まとめ（令和３年度決算）】 

下記のグラフは全国平均を 50 とした標準偏差方式であり、外側にいくほど良好な数

値を示しています。 
 

 

施設の効率性については、水洗化率及び有収率が高いとは言えず、これらの向上

による経営の効率化が課題と考えられます。また、比較的新しい管路・設備が多いも

のの、更新時期を迎える施設もあり、今後更新に係る費用が増加する見込みです。 

財務の状況については、事業全体では黒字であるものの、経費回収率の低さが課

題であり、経費削減による汚水処理原価の低下や、適正な使用料収入の確保を図っ

ていく必要があります。 

また、今後も企業債の償還や更新投資に向けての資金需要が高まることから、資

金水準を向上させ、経営基盤の強化を図っていく必要があります。 
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３. 将来の見通しと課題 

（１）将来シミュレーション（基本推計） 

これまでの現状を踏まえ、以下の前提条件で下水道事業の経営シミュレーション

を行います。 

◆ 推計期間：50 年間 

⇒主要な資産である管渠の標準耐用年数が 50 年であり、現時点の経営判断が 50

年後の経営にも影響を及ぼすことから、長期的な見通しを把握するため長期間での

シミュレーションを行います。 

 

【シミュレーションの主な前提条件】 

項目 推計方法 

使用料収入 ①年間有収水量×②使用料単価 

⇒①人口推移と比例するものとして集計 

 ②過年度の単価を使用 

建設改良費（投資額） 新規投資：令和 10 年度までに見込まれる整備計画に基づ

く予算金額を使用 

更新投資：令和 4 年度に公表済みのストックマネジメン

ト計画に基づく金額を使用 

※流域下水道建設費負担金及び人件費は過年度の平均値を

使用 

維持管理費 

（減価償却費を除く） 

固定費（人件費等）：過年度の平均値を使用 

変動費（動力費等）：年間有収水量と比例 

減価償却費 既存の資産分＋更新投資分を法定耐用年数に渡り計上 

長期前受金戻入 既存の資産＋更新投資に係る国庫補助金等の収益化額 

建設改良にかかる企業

債 

建設改良費の財源は国庫補助金、基準外繰入金、工事負担

金を除いた残額の全てを企業債発行により賄うものとする 
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資本費平準化債21 公共（臨時措置22等を除く）の元金償還額から、減価償却

費相当額（長期前受金戻入を除く）を差し引いた起債可能

額とする 

※総務省の令和 6 年度地方財政対策により、公営企業の

経営安定化支援として資本費平準化債の対象が拡充される

点も反映している。 

支払利息 各年度の企業債残高×借入利率（過年度実績平均を使用） 

国庫補助金 新規事業（～R8）：各年度の予測建設改良費の 22.5% 

新規事業（R9、R10）：一律 30 百万円/年 

更新事業：現状と同じ補助割合が続くものと仮定 

一般会計からの繰入金 〇収益的収入 

・雨水処理負担金：雨水分の維持管理費に資本費（減価償

却費－長期前受金＋支払利息）を加えて算定 

・基準外（～R11）：収支不足額 

・基準外（R12～）：基準内繰入を除く資金不足額から 4

条基準外を差し引いた金額 

〇資本的収入：元金償還額の 5% 

 

  

                                                   
21 資本費平準化債：下水道事業債の元金償還期間と減価償却期間との差により構造的に生じる資金不足を補うために

発行する債権。 

22 臨時措置：流域下水道の建設などの各種事業に係る経費を賄うために基準の定めに応じて臨時的に発行した企業

債。 
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【下水道使用料の見通し】 

 

今後、使用料収入は概ね人口の推移に比例して、人口の減少に伴い漸次的に減少

していく見込みです。 

 

【更新投資費用の見込み】 

投資の下水道事業は整備開始から 45 年を経過し、老朽化による修繕や更新は必要

な時期に差し掛かっています。新規整備以外に今後 50 年間で 122 億円（1 年当たり

約 2.4 億円）の更新投資費用が必要と見込まれます。 
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【収益的収支と経常損益の見通し】 

上記の更新投資を全て行ったと仮定した場合における収益的収支と経常損益の見

通しは以下のとおりです。 

 

 収益的収入  いわゆる収益。主に使用料収入、長期前受金戻入など 

 収益的支出  いわゆる費用。主に人件費、動力費、減価償却費など 

 経常損益   事業の利益（黒字）もしくは損失（赤字）。 

         （計算式）営業収益＋営業外収益－営業費用－営業外費用 

 

上述の建設改良に伴う減価償却費負担に加え、近年の物価上昇や、将来的には県

の流域下水道管理運営費負担金の単価上昇による汚水処理に係る経費の増加も見込

まれるため、令和 28 年頃に赤字に転じる見込みです。 
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 【企業債残高の見通し】 

上述の更新投資やその他支出の財源としては、国庫補助金、基準外繰入金、工事負

担金を主に用いることにより新規の借入が減少し、その結果、新規借入額が償還金

の額を下回り、企業債の残高は減少していく見込みです。 

 

 

  【シミュレーション結果】 

使用料収入の減少と更新投資の増大により、20 年後には赤字（収支ギャップ）が

発生する⇒事業継続が困難となる可能性 
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（２）収支ギャップの解消に向けたシミュレーション 

（１）のシミュレーション結果を踏まえ、収支ギャップ解消のために、投資の合理

化や財源の確保について検討する必要があります。 

 

図 1-13 経営戦略における収支ギャップ解消のイメージ 

 

本市における現状としては、経費回収率の 100%を下回っている状況及び令和 28

年度の収益的収支の赤字化といった課題が残っています。 

 そこで、この収支ギャップを解消するには、将来的にどの程度の下水道使用料の改

定が必要となるのかについて推計を行いました。⑴の経常収支に用いた減価償却費を

除いた維持管理費は、固定費（人件費等）は過年度実績、変動費（動力費等）は年間

有収水量との比例により算定していますが、その場合の経費回収率は以下のとおり

100%を下回っています。 
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【経費回収率（料金改定シミュレーション前）】 

 

 そこで、令和７年より 5 年ごとに 4 回の料金改定を行い、令和 22 年に経費回収率

が 100%となるようにシミュレーションを実施したところ、最初の 2 回は 5%程度、

残りの 2 回は 4%程度料金の料金改定を行う必要があるとする結果となりました。 

 

【経費回収率（料金改定シミュレーション後）】 
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【収益的収支と経常収支（料金改定シミュレーション後）】 

 

【料金改定率（令和 5 年を 100%とする）】 

今後、料金改定の必要性や改定するとした場合の時期及び改定率の適切性について、

検討を進めていきます。 
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（３）下水道事業の今後の課題と対応策 

現状分析及び将来シミュレーションの結果から明らかになった下水道事業の重要

課題は以下のとおりです。 

 

【施設の老朽化に伴う更新投資の増加】 

三郷市の下水道事業は整備開始から 45 年を経過し、老朽化による修繕や更新が必

要な時期に差し掛かっています。ストックマネジメント計画（令和 4 年度策定）を踏

まえ、新規整備以外に今後 50 年間で 122 億円（1 年当たり約 2.4 億円）の事業費が

必要と見込まれています。 

 

【今後見込まれる事業費のための財源確保】 

市街化区域内の整備のため、令和 10 年までに 6 年間で 35 億円の事業費が必要と

なる見通しです。既設管の維持補修や耐震対策を行いながら開発事業に合わせて整備

を進めていく必要がありますが、市街化することが予想される区域の整備は、概ね

400 億円の事業費が必要となり、新規の財源確保がなければ難しい状況です。 

 

【使用料水準の見直し】 

  上記の投資に伴う、減価償却費負担に加えて近年の物価上昇や、将来的には県の流

域下水道管理運営費負担金の単価上昇も見込まれており汚水処理費の増加が予想さ

れます。加えて、三郷市の人口は今後 50 年で約 20％減少する見通しであり、使用料

収入についても 26％程度の減少が見込まれています。経費の増加と使用料収入の減

少により、現状 78%と低水準の経費回収率は更に悪化していくことが予想されます。

このような事態に即して、将来的に使用料水準を見直すことが必要です。 
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第２章 経営戦略の基本理念と基本方針 

１．経営戦略の基本理念 

 

 

 

 

 

２．経営の基本方針  

本市の下水道を取り巻く環境は、人口減少や節水意識の向上による水需要の低下

や、下水道施設の更新や耐震化の必要性の高まりなどにより厳しい状況にあります。 

そのため本市では「安心・安全・快適な下水道から始まる持続可能なまちづくり」

を基本理念とし、「安心の持続」「安全の持続」「快適さの持続」の 3 つの基本目標を

定めました。 

 

安心・安全・快適な下水道から始まる 

持続可能なまちづくり 
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３．基本方針実現へ向けた取組み 

 

（１） 安心の持続 

 〇経営基盤の強化 

持続可能な下水道事業経営のため、適切な使用料水準の見直しや経費削減取組み

に加え、資金繰り状況の管理強化、適切な組織づくりや人員配置など執行体制の強

化に努めていきます。 

【これまでの取り組み】 

 使用料水準の見直しとして、令和 2 年度に使用料改定を実施しています。 

 経費削減の取組みとして、他事業とのシステム統合などによる固定経費の削

減や不明水対策の実施による流域下水道への負担金削減に取組んでいます。

また、国の補償金免除繰上償還制度を活用した借り換えを行うことで、支払利

息の軽減を行っています。 

 執行体制の強化として、技術継承の観点から、ＯＪＴによる内部研修や下水道

事業団への派遣といった外部研修を通じて、知識や技術の向上を図っていま

す。 

【今後の取り組み】 

 適切な使用料水準として、今後についても継続的に使用料見直しを検討して

いきます。また、受益者負担金など、投資に係る費用負担についても、適切な

負担を検討していきます。 

 経費削減の取組みとして、投資の実施にあたっては、費用対効果や平準化につ

いても検討し、後年度負担にも十分配慮した投資を実施していきます。また、

固定経費削減の取組みとして、不明水対策などについて継続して実施してい

きます。 

 執行体制の強化として、継続的な人材確保を図るとともに、上水道事業との統

合や事業の広域化・共同化について検討していきます。広域化・共同化につい

ては、今後も埼玉県及び流域関連自治体が設立した下水道事業推進協議会を

通して関連自治体と連携を図っていきます。 
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〇民間活用を含めた経営の効率化 

民間資金やノウハウ等の活用により、より効率的な下水道事業経営が可能となる

ため、窓口業務などの一部業務委託の在り方を模索していきます。 

【これまでの取り組み】 

 民間活用として、上下水道料金に関する使用料徴収や使用開始申し込みにつ

いて、民間委託を実施しています。 

 効率的な事業運営として、下水道台帳のホームページ公開など DX を推進し

ています。 

【今後の取り組み】 

 民間活用として、ウォーターPPP23の検討と並行して、更なる官民連携につい

て検討していきます。 

 業務の効率化として、RPA24の導入など DX を推進するとともに、スマートメ

ーター25などの民間が保有する新技術については、費用対効果や安全性などに

留意しつつ、積極的に検討していきます。また、各種申請受け付けなど既存の

窓口業務についても、更なる拡大を検討するとともに、公営企業会計業務など

の専門性の高い業務についても、民間委託を検討していきます。 

 

（２） 安全の持続 

〇適切な維持管理と老朽化対策 

継続的な下水道施設の利用に向けた維持管理や老朽化対策を着実に実施しており、

今後もさらなる進展を図っていきます。 

【これまでの取り組み】 

 市内施設の維持管理を実施し、また老朽化に対する対策が必要な状況を確認・

把握し、それを受けて令和 4 年度に「下水道ストックマネジメント計画」を

策定しています。 

 

                                                   
23 ウォーターPPP：水道、下水道、工業用水道分野において、公共施設等運営事業に段階的に移行するための官民連携

方式として、長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式。 

24 RPA：Robotic Process Automation の略称で、これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、またはより

高度な作業を、人間に代わって実施できるルールエンジンや AI、機械学習等を含む認知技術を活用して代行・代替す

る取り組み。 

25 スマートメーター：計量した使用水量や漏水警報、異常水量などのデータを、無線通信回線を通じて送信するため

の「通信端末」のこと。 
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 ストックマネジメント計画に基づき、点検調査や長寿命化工事などに取組ん

でいます。 

 

【今後の取り組み】 

 令和 4 年度に策定したストックマネジメント計画に基づいて、市内の下水道

施設の更新を随時進めていきます。 

 点検調査結果について、下水道台帳上に反映し、維持管理情報の一元管理の促

進を図ります。 

 

〇管渠の耐震化・耐水化を中心とする災害対策 

防災・安全対策として、各種下水道施設の耐震化・耐水化や、安全に取り扱うため

のマニュアル作成を実施しています。 

その他、市として災害対策に係る広域連携体制を構築しており、また年に一回、非

常時の防災訓練を実施しています。 

【これまでの取り組み】 

 下水道施設の耐震化として、総合地震計画を策定し、計画に基づき主要な幹線

である早稲田幹線について、耐震化を図っています。また、災害時の事業継続

計画（BCP）を策定するなど、災害時への備えを図っています。 

【今後の取り組み】 

 下水道施設の耐震化として、管渠の耐震性の確保については、ストックマネジ

メント事業の一環として継続していきます。また、施設の耐水化として、スト

ックマネジメント計画に基づく更新業務と並行し、中継ポンプ場の耐水化に

ついて検討実施していきます。 

 雨水対策については、市の治水部門と連携し、市の治水計画の一環として、雨

水事業を推進していきます。 

 

（３） 快適さの持続 

〇水洗化率の向上 

汚水処理に係る下水道整備について、引き続き未接続世帯を減らし、水洗化率を

向上させるように取り組んでいきます。 

【これまでの取り組み】 

 水洗化率の向上として、職員による戸別訪問やはがきによる啓発活動など、水
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洗化率の向上について取組んでいます。また、工事予定箇所について、事前に

公共下水道説明会を実施することにより、下水道施設への理解を深め、新規整

備時の接続を促しています。 

 接続時の負担軽減策として、接続工事費に関する借入利子の補助を実施して

います。 

 

【今後の取り組み】 

 水洗化率の向上として、下水道施設の概成後については、広報活動・ホームペ

ージを通じた PR を行うとともに、ショートメールサービスを活用した接続勧

奨など、民間の保有する技術を活用した接続率向上策について、外部委託を含

め検討します。 

 接続工事時における負担軽減をより一層図るため、低所得者向けの補助金制

度の拡充などを検討します。 

 

〇市民サービスの充実化 

市民サービスの確保として、使用料の多様な支払方法（コンビニ収納・クレジット

払い・スマートフォン決済など）を設けるとともに、HP 上の問い合わせ窓口を設け

ています。また下水道事業の普及活動も積極的に実施していきます。 

【これまでの取り組み】 

 市民サービスの確保として、使用料の多様な支払方法（コンビニ収納・クレジ

ット払い・スマートフォン決済など）を確保しています。 

 普及活動として、下水道の日にちなんだ下水道展を市内商業施設で開催し、上

下水道の役割や魅力を PR しています。 

 汚水処理に係る市民サービス拡大として、下水道の利用エリアを拡大すべく、

国庫補助金を活用した、未普及地域への管渠整備に取り組んでいます。 

【今後の取り組み】 

 市民サービスの確保として、新たな支払方法として eLTAX26払いの導入や、支

払い方法の変更などの各種手続きについて電子申請化やワンストップ窓口化

を検討します。また、閉塞対応などの緊急時対応についても、迅速な対応がで

きるよう民間委託を検討します。 

                                                   
26 eLTAX：地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシ

ステム。 
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 普及啓発活動の一環として、処理場の見学会などの学習の場の提供を検討し

ます。 

 汚水処理に係る市民サービス拡大として、市街化区域における公共下水道の

未普及地域について、引き続き汚水管渠整備を実施します。 
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第３章 投資・財政計画 

１．投資・財政計画の策定にあたっての説明 

本章では、第 1 章 3.⑴で実施した基本推計を採用しています。 

 

（１） 投資について（投資計画） 

投資については、既存整備区域に係る更新投資及び未整備区域に係る新規投資に

区分して、以下の方法で推計しています。 

① 更新投資 

既存整備区域に係る更新投資は、令和 4 年度に策定した「三郷市 下水道スト

ックマネジメント計画」に基づき推計しています。償却資産は、固定資産台帳を

基礎とし、適切な維持管理と長寿命化対策等を行うことを前提に、耐用年数を基

に使用可能期間を見込み、更新の緊急性の高い資産から順次更新を行い、また投

資額についても段階的に引き上げる改築するものと仮定し推計を行いました。 

なお、流域下水道建設費負担金については過年度から大きな変動はなく、今後も

同程度の水準を見込んでいることから過年度の平均値を使用しています。 

② 新規投資 

 令和 4 年度時点での整備率は約 91%であり、令和 10 年度までに約 98%へ上昇

させることを目標としています。この整備には 35 億円程度の経費の発生が見込ま

れており、計画に基づき令和 10 年度にかけて順次整備を進めていく計画としてい

ます。なお残る未整備区域に係る整備についても、費用対効果の検討や住民理解の

促進を図りながら、検討を進めていきます。 

 

（２） 財源について 

主な財源については、以下の方法で推計しています。 

① 建設改良にかかる企業債 

(1)で記載した投資に係る財源は国庫補助金、基準外繰入金、工事負担金の 3

つを除いた残額の全てを企業債発行により賄うものとしています。そのため建

設改良に係る企業債は建設改良費から上記 3 つの財源を控除して算定します。 
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② 国庫補助金 

補助金の水準については過年度から大きな変動は見込んでおらず、過年度と

同水準にて推計しています。令和 8 年度までの新規投資に係る部分については、

各年度の予測建設改良費の 22.5%、令和 9 年度、令和 10 年度は一律 30 百万

円/年と仮定して算定しています。更新投資に係る部分については現状と同じ補

助割合が続くものと仮定して算定しています。 

③ 一般会計からの繰入金 

一般会計からの繰入金の水準についても過年度から大きな変動は見込んでお

らず、過年度と同水準にて推計しています。収益的収入部分の雨水処理負担金に

ついては雨水分の維持管理費に資本費（減価償却費－長期前受金＋支払利息）を

加えて算定し、基準外繰入金については基準内繰入を除く資金不足額から 4 条基

準外を差し引いた金額にて算定しています。また資本的収入部分については、元

金償還額の 5%を用いています。 

 

（３） 投資以外の経費について 

投資以外の経費については、以下の方法で推計しています。 

① 営業費用 

変動費については有収水量の推移に応じて算定し、職員給与費及び固定経費につ

いては過年度から大きな変動はなく、今後も同程度の水準を見込んでいることから

過年度の平均値を使用しています。減価償却費については、過年度実績を基に将来

の投資計画を踏まえ算定しています。 

② 営業外費用 

支払利息については、企業債残高に平均利率（％）を乗じて算定し、その他の費 

用については過年度の実績を踏まえて算定しています。 

 

（４） 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組 

➀ 広域化・共同化・最適化に関する事項 

処理場については流域事業として既に広域化が完了しています。 

 その他の広域化や共同化は現段階では未検討ですが、社会情勢や周辺環境、 

人口動態を鑑みて、県の広域化計画などを参考にした上で検討を進めていきま 

す。 
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➁ 投資の平準化に関する事項 

  令和 4 年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、今後想定され 

 る設備更新や修繕、耐震化にかかる費用について、計画的な事業運営による投 

資の平準化を図ります。 

 

➂民間活力の活用に関する事項 

  社会情勢の変化や本市の下水道を取り巻く厳しい経営環境の中で、効率的・ 

効果的な事業運営を行うために、民間のノウハウのさらなる活用に向け、業務 

委託の範囲やその他活用方法について模索していきます。 

 

➃使用料の見直しに関する事項 

 令和 2 年に使用料を改定していますが、今後も人口減少や節水意識向上に伴う 

水需要の低下や、下水道施設の更新や耐震化に伴う費用の増加が想定されること 

から、将来の事業継続に向けた使用料の見直しを適宜検討します。 
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２．投資・財政計画のポイント 

（１）収益的収支について 

長期的には人口の減少が見込まれていますが、今後 10 年間においては本市の人口

に著しい増減は生じないと想定されています。しかし、市民の節水意識の高まりに

より水洗化人口一人当たりの有収水量が減少することで、下水道使用料収入による

収益的収入の減少が予測されています。一方で、下水道事業運営コストは今後 10 年

間で減少が見込まれていない水洗化人口に起因するため、収益的支出は減少せず、

結果的に経常損益27が減少することが想定されています。 

図 3-1 投資・財政計画における収益的収支 

 

  

                                                   
27 経常損益：収益的収入と収益的支出の差額 
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（２）資本的収支について 

資本的収入は、主に企業債によるものと国庫補助金によるもので構成されていま

す。今後 10 年間で、企業債、国庫補助金はどちらも大幅に減少する見込みであり、

資本的収入の減少が想定されます。一方で資本的支出は、主に建設改良費と企業債

償還金で構成されています。今後 10 年間で建設改良費、企業債償還金ともに大幅に

減少する見込みであり、資本的支出の減少が想定されます。全体としては、資本的収

入の減少額より資本的支出の減少額が大きいことで資本収支差額は微増することが

想定されています。しかし、資本収支差額は慢性的に大幅なマイナスであり改善が

必要です。 

図 3-2 投資計画における資本的収支 
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（３）企業債償還金と資金残高について 

今後 10 年間では新規の起債が少なく、企業債全体の規模が小さくなっていくこ

とから、企業債償還金は減少が見込まれます。これにより今後 10 年間で資金残高

は安定することが見込まれています。 

図 3-3 投資計画における企業債償還金と資金収支 
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３．目標設定 

（１） 前回の経営戦略の目標指標との比較 

 平成 28 年策定の中期経営計画の目標の達成状況は以下のとおりです。どの指標も概

ね実績が目標を達成しています。 

 

  



 

45 

 

（２）経営・財務面の指標 

経営の安全性 

指標 意味 
令和 4 年度 

(実績) 

令和 11 年度 

(目標) 

令和 16 年度 

(目標) 
算式 

経常収支比率 経営の健全性 111.2% 100.0% 106.2% 経常収益÷経常費用 

企業債残高対

事業規模比率 
経営の健全性 1234.8% 1144.5% 972.6% 

企業債残高（一般会計負

担分を除く）÷事業の規模

（雨水処理負担金を除く） 

処理区域内人

口一人当たり 

企業債残高 

経営の健全性 215.4 千円 191.0 千円 159.5 千円 
企業債残高÷処理区域内人

口 
 

 

経営の効率性 

指標 意味 
令和 4 年度 

(実績) 

令和 11 年度 

(目標) 

令和 16 年度 

(目標) 
算式 

経費回収率 経営の効率性 78.5% 89.1% 100% 
使用料収入÷汚水処理費用

(公費負担分を除く)  
 

 

（３）事業・施設面の指標 

管渠の老朽化状況と対策 

指標 意味 
令和 4 年度 

(実績) 

令和 11 年度 

(目標) 

令和 16 年度 

(目標) 
算式 

管渠老朽化率 管渠老朽化状況 0.0% 2.7% 7.1% 

一定（法定耐用）年数を経

過した管渠総延長÷下水道

維持管理延長 

管渠改善率 管渠老朽化対策 0.0% 0.1% 0.2% 

改善（更新・改良・修繕）

管渠延長÷下水道維持管理

延長 

※ （参考） 0.0% 3.7% 2.6% 

改善（更新・改良・修繕）

管渠延長÷一定（法定耐

用）年数を経過した管渠延

長 
 

 

下水道の普及率及び水洗化率 

指標 意味 
令和 4 年度 

(実績) 

令和 11 年度 

(目標) 

令和 16 年度 

(目標) 
算式 

下水道普及率 普及の状況 87.3% 98.8% 99.6% 
処理区域内人口÷行政区域内

人口 

水洗化率 水洗化の状況 89.9% 91.5% 92.0% 
公共下水道利用人口÷処理区

域内人口 
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（４）経費回収率の向上に向けたロードマップ 

「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」（国土

交通省事務連絡 令和２年７月２２日）に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマ

ップを以下に示します。 

経費回収率の向上に向けて、本市では令和 2 年度に下水道使用料の改定を行い、令

和 4 年度より経営戦略の改定を行うなどの取り組みをしています。 

また、今後は国の基準に基づき、5 年ごとに下水道使用料改定の要否を検討しま

す。直近では令和 7 年度に改定の要否の検討を予定しています。使用料改定が必要で

ある場合は、令和 8～9 年度に新たな料金体系での積算を実施し、使用料の改定を実

施します。その後、令和 12 年度に再度、改定の要否の検討を実施します。 

なお、令和 15 年度までに経費回収率を 100％とする場合、およそ 14%の改定を 2

回行う必要がある見込みです。 

図 3-４ 経費回収率の推移（令和 15年度までに 100%とする場合） 
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第４章 事後検証・モニタリング 

１．計画の推進と点検・進捗管理の方法 

 

1. 公表の時期は、毎年度の決算を受けて、当該年の 12 月頃に行う予定です。 

 

2. 公表は、三郷市のホームページ、市政情報コーナーで行います。 

 

3. 経営戦略の推進のため、毎年度目標指標の達成状況を把握することで進捗管理を行

います。 

達成状況は定期的・定量的に検証・評価することが重要となります。 

また、1 年に一度経営戦略における投資・財政計画と実績を把握し乖離が生じてい

る場合はその原因を分析し、その結果を経営戦略等に反映させることが必要です。そ

のため、「計画策定（Plan）-実施（Do）-検証（Check）-見直し（Action）」を導入

し、目標の達成状況や見直した経営戦略を市民のみなさまへ公表します。 
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２．経営戦略の見直し 

経営戦略の見直しは、5 年ごとの更新を基本とし、使用料の見直しの検討状況、投

資・財政計画算定の前提条件の変化、市の主要計画改定等に応じて適宜更新を行う

予定です。 
 

  



 

49 

 

投資財政計画 

〇収益的収支                 （単位：千円） 
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〇資本的収支                 （単位：千円）  
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〇原価計算表                 （単位：千円） 

供用開始年月日 昭 和 58 年 4 月 1 日

処理区域内人口 123,434人

計算期間
自 令 和 7 年 4 月
至 令 和 12 年 3 月

（5年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

1,333,788 1,309,422 1,309,422

0 0 0

381 179 179

1,334,169 1,309,601 0 1,309,601

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

18,550 19,962 5,298 14,663

諸 手 当 10,234 11,013 2,925 8,088

福 利 費 7,981 8,588 2,278 6,310

18,485 18,485 0 18,485

0 0 0 0

0 0 0 0

23,897 24,812 0 24,812

1,260 1,221 0 1,221

80,407 84,081 10,501 73,580

給 料 3,092 3,327 0 3,327

諸 手 当 1,706 1,836 0 1,836

福 利 費 1,330 1,431 0 1,431

3,847 7,503 0 7,503

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10,414 10,813 0 10,813

496 481 0 481

20,885 25,391 0 25,391

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 6,183 6,653 5,298 1,355

諸 手 当 3,412 3,672 2,925 747

福 利 費 2,660 2,862 2,278 584

485,779 558,976 15,183 543,793

91,300 94,795 0 94,795

6,563 7,063 751 6,312

595,897 674,022 26,435 647,587

318,299 264,271 65,813 198,457

1,669,383 1,766,167 900,640 865,527

0 0 0 0

1,987,682 2,030,438 966,454 1,063,984

2,684,871 2,813,931 1,003,390 1,810,542

285,581

2,096,122

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.62

＜使用料水準についての説明＞

使 用 料 (X)

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

小 計

処
理
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

小 計

小 計

一
 
般
 
管

 
理
 
費

人
件
費

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

企 業 債 取 扱 諸 費

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

　令和6年度から令和15年度までの５年間の算定期間における下水道使用料のあり方について、上記の原価計算では、使用料対象経費に対す
る使用料収入が1.00を下回っている。
　この点、下水道事業に係るこれまでの建設改良工事は、国の補助制度を前提として事業拡大を図ってきた背景があり、当該補助金等について
は、「その他の収入」に計上されている長期前受金戻入として固定資産の耐用年数に併せて順次収益化を行い、費用（減価償却費）の控除項目
として捉えている。
　以上のことからも、使用料対象経費（資産維持費含む）の全額を現行の使用料金で賄うことは困難であると認識している。
　
　しかし、今後大規模更新投資を控えていることを考えると、資産維持費を考慮した料金水準を検討していく段階にあると考えられるため、取り得
る費用削減を実施した上で、料金改定を視野に入れることとする。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使
用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ
効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水道使用料算定の基本的
考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反
映すべき費用を記載すること。


